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件 名 第７２回長門市“社会を明るくする運動”推進大会 

 

 

１ 日 時  令和４年６月２７日（月）１３：３０～１５：００ 

 

２ 場 所  長門市中央公民館 大講堂 

 

３ 目 的  すべての国民が、犯罪や非行の防止及び罪を犯した人たちの更生について

理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明る

い社会を築いていくことを目的とし、推進大会を開催する。 

 

４ 主催者  長門市“社会を明るくする運動”推進委員会 

 

５ 内 容  ・開会 

・メッセージ伝達（内閣総理大臣 岸田 文雄） 

長門保護区保護司会 会長 垰村 浩 

・長門地区推進委員長挨拶 

長門市長 江原 達也 

・来賓挨拶 

長門市議会議長  南野 信郎 様 

長門警察署長   馬木 秀治 様 

・ＤＶＤ放映 

法務省制作 中学生向けアニメ法教育視聴覚教材「 司法 」 

・講演 

演題「 更生保護ってなんだろう 」 

講師 山口保護観察所長 藤岡 正充 様 

・閉会 

 

６ 参加者  参集予定人員 約１００人 

       長門保護区保護司会、協力雇用主、民生児童委員、各学校長、 

各学校ＰＴＡ会長、関係団体 ほか 

 

７ その他  毎年７月は“社会を明るくする運動”強化月間と定められています。また、

平成２８年１２月に施行された「再犯の防止等の推進に関する法律」によ

り「再犯防止啓発月間」にも定められ、国民の間に広く再犯の防止等につ

いての関心と理解を深めることとされました。 

 


